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はじめに

災害は防げる

労働災害はある日突然やってくるものではなく、その発生に先立って、不安全な状態や作業行
動などいわゆる災害の発生する要因が存在します。
この災害要因の段階でこれを排除すれば、災害は完全に防ぎ得るものです。

労働災害は、人と物との出合いによって生じるものですから、その要因も人の側、物の側の両
方にあります。また、その程度もピンからキリまであります。しかし、これくらいといって小さな要
因を見逃すことが、やがて大きな災害を招くことになります。「釘１つ拾う心に事故はなし」という
標語がこのことを示しています。

また、あと少しでこの作業は終わるからといって、災害の要因をそのままにしておくこともいけま
せん。わずか１秒でも要因がある限り、災害は起こりうるからです。

皆さんは事故災害に合わないよう日々の仕事の中で、常に危険予知を心掛けながら仕事に励
んで下さい。



１．安全衛生一般教育（安全衛生規則第３５条）

（１）作業において取り扱う機械・機器・原材料等の使用上の注意、有害性を充分に認識・理解・
確認をし取扱いには充分に注意を払う。

（２）自分の身を守る為の安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能等について、充分理
解・認識・確認をし、誤った使用がないよう充分に注意を払う。

（３）各作業において、それぞれの作業手順、作業標準を遵守すること。

※ 作業手順とは不安全な作業行動を職場から排除する為の基礎となるものです。

年配の方、また、ベテランの方の中には、長年の経験で身につけた作業のやり方が最良と
信じている人が少なくありませんが、それが正しい手順にかなっていない場合が見うけられます。
それが、災害の原因となる場合があるので、必ず作業手順にそって作業を進めて下さい。

（４）作業に使用する機械・機器等必ず作業開始前に点検をすること。

※ 機械・設備や安全装置などは、設置の際に適正なものであっても、使用時間の経過とともに
その機能が低下するおそれがあります。災害事例の中にも、安全装置が故障しており、いざとい
う場合にその機能を発揮しなかった為発生したものがあります。
このような物の欠陥に関連して発生した災害は全災害の約半数に達している状況です。
こうした物の欠陥を除く為、機械・設備や安全装置の作業前点検の励行が必要なのです。

（５）当該業務に関して発生するおそれのある疾病及び予防に関して、充分に理解・認識し注意
を払うこと。

イ 有害物使用の職場で次のような環境状態を感じた場合は、すみやかに職場責任者に申し出
て下さい。

① 狭い作業場にたくさん作業者がいて、体熱の放散等により温度、湿度の上昇があり不快な
場合。
② 生産工程で温度、湿度が高くなり気流が少なくて暑苦しくなる場合。

※ 換気が必要となります。

（６）職場においては整理・整頓及び清潔を保つこと。

※ 「安全は整理整頓に始まり、整理整頓に終わる」といわれるほど職場の整理整頓は大切なこ

とです。職場で起こったいろいろな災害は、整理整頓の悪いことが原因となって起きたものが非
常に多くみられます。
※ 整理整頓とは「物」を必要なものと不要なものとに分け、不要なものを取り除くことです。



整理整頓の基本要領

① 作業の流れ方と設備の配置をマッチさせ、不要な運搬作業をはぶくこと。

② すべての原材料・半製品・製品・運搬具・工具類などについて、その置き場所と置き
方（積み上げ方、積み上げ高さなど）を定めること。
③ 通路、出入口および非常口を設定し、これらを常に有効に保持すること。
④ 一定期間ごとに廃品を集積し再生・焼却・譲渡などの処理を行うこと。
⑤ 職場ごとに整理整頓の担当区域を定め、それぞれの責任者を定めておくこと。
⑥ 不良の職場を発見した場合は、ただちにこれを改善すること。

（７）事故・災害時における応急措置、及び退避方法に関しては、必ず作業者全員が認
識・理解・確認をすること。

※ 職場においては機械・設備とか作業方法を安全にするために、いろいろの対策が行
われています。しかし、災害が起こらないとは言い切れません。災害が起こった場合、そ
の処理が悪いと取り返しのつかない大事に至ることがあります。そこでもし災害が起こっ
た場合には、どのような災害であるのかを速やかに判断して、その場にかなった応急処
置を講ずることが大切です。

①災害が起こった場合（発見者）

機械関係の災害の場合・・・・・機械の運転をまず停止し、救助にあたる。
感電による災害の場合・・・・・電源をまず切り、救助にあたる。
酸素欠乏による災害の場合・・・換気を図り、新鮮な空気を送る。
または空気呼吸器をつけて救助にあたる。

関係者、上司に必ず報告をする



２．不安全な状態と不安全な行動

（１）不安全な状態

イ 物自体の欠陥
① 設計・材料・工作等が悪く、安全に出来ていない。
② 点検・整備が良く出来ていない。

ロ 防護措置の欠陥
①防護措置がとられていないか、または不十分である。
②遮蔽等が出来ていない。

ハ 物の置き方、作業場所の欠陥
①通路が確保されていない。
②機械・装置等の配置がよくない。
③物の置き方、積み方等整理整頓が良くない。

二 保護具・防具等の欠陥
①保護具・防具等の用意がない。
②保護具・防具等が良くない。

ホ 作業服装の不良
①作業衣・作業帽・履物が作業に適していない。

へ 作業環境の欠陥
①有害ガス・粉じん・騒音・採光・照明・換気等作業環境が良くない。

（２）不安全な行動

イ 安全基準、安全心得などの無視
①安全装置・保護具・防具等適正なものを使用しない。
②所定の資格をもたない者が作業をする。その他指定外の作業を無断で行う。
③定められた作業方法をしない。
④不適切な機械や装置を使用する。
⑤作業上禁止事項を守らない。
⑥その他安全上の慣行を無視する。

ロ 作業動作の不良
安全な作業方法についての知識がない
作業についての経験が不足している。または、技能が未熟である。
動作を誤る。



ハ 作業方法の欠陥
①作業方法、作業手順等を誤る。
②作業者の配置、編成等が良くない。
③作業についての指示が適正でない。

これらの「不安全な状態」と「不安全な行動」は直接的な災害発生要因でありますが、これを更
に一歩進めて、なぜ「不安全な状態」があったのか、なぜ「不安全な行動」をしたのかという、
ひそんでいる要因を解き明かすことが大切です。

３．健康保持増進措置

※ 災害の起きない適正な作業を行うためには健康状態の管理も必要となります。
下記の事項を守り、自己の健康管理を行って下さい。

① 充分な睡眠を取ること。１日の生活の配分を適正にし、睡眠時間を犠牲にしないこと。
② 毎日入浴し、筋肉に蓄積した老廃物を取り去り、血行を良くすると疲労回復に役立ちます。

③ バランスの良い食事を心掛けること。健康を保っていく為には、食物（栄養）の摂り方を工
夫することが非常に大切です。
④ 定期検診は必ず受けること。



倉庫業の派遣労働者の死傷災害は、荷役作業に関連した作業中での災害が大半を占め
ている状況にあります。特に、「フォークリフト作業」、「倉庫、物流センター、工場内倉庫等
での入出庫等の作業」及び「トラック荷台への積込み・積卸し作業」での下記事例のような
災害が多く発生しています。



① 点検・定期自主検査の実施

フォークリフトについては、損傷や故障などから生ずる災害を防止するため、作業開始前点
検、定期自主検査を実施する必要があります。
点検時に異常を発見した場合には、速やかに報告し、異常のある車両の運転はしないこと。
② 接触防止措置の実施

フォークリフトや荷と接触する危険のある箇所への立ち入りを禁止区域には立ち入りしないよ
うにする。
③ 安全教育の実施
フォークリフト運転業務従事者に対して、定期的に安全教育を実施します。

決められた通路以外に入らないこと！



① 何度も持ったり動かしたり、中継ぎを繰り返す等をしない。
② 下から上、上から下への動きを少なく・小さくする。
③ 床上約 0cm 以下や胸より高い位置で取り扱わないこと。
④ 後ろ向きに移動しながらの作業をしない。
⑤ 長いものを振り回さない。
⑥ 危険物・有害物を取り扱う場合は、これらに関する注意事項の順守を徹底する。
⑦ 荷物の重量を考え、自分の力にあまる荷物は、人以上で扱う。
⑧ 手で持っている時間をできるだけ少なくする。
⑨ 正しく向き（正対）、膝を軽く曲げ、腰を落とし、背筋を伸ばし、しっかり持つこと。

荷役・運搬作業に着手する前に、フォークリフト作業と同様に作業のムリ、ムダ、ムラを省
き、現場から不安全な行動を排除していくことが必要です。

作業を指示する際には、「いつ、どこで、何をするか」「作業に必要な手順」「作業上の急
所」を押さえた的確な指示を行います。

1.人力運搬作業のポイント
機械による運搬作業が大半を占めているとはいえ、いまだ人力による作業も見られ、
人力作業中の災害が後を絶ちません。人力による作業は、簡単にできるので、安易に考
えて不安全な動作に気がつかないで災害が起こることがあります。また、無理な動作に
よる作業が原因で腰痛等が発生することもあります。
このため、人力による荷の運搬作業では、次の点に留意することが必要です。



災害事例









５Ｓの重要性と意味

職場の安全は先ず整理、整頓からです。整理、整頓が出来ていないと、つまずいたり、工具
等が落下してきたり、製品が荷崩れしてきたりして、災害の要因となります。又、身の周りが
乱雑になっていると、無理・無駄な作業が多くなり、作業能力の低下につながります。

たとえば、生産中機械にトラブルが発生し、直す為に色々な工具が必要となる際、その工
具がどこにあるかわからない状態では復帰に大変な時間を要します。上記のような状態で
ラインが停止すると大幅な生産減となり、生産維持が出来なくなります。

以上のように、５Ｓとは安全と生産維持に大きな役割を果たしています。安全の基本は５Ｓ
であり、安全は何よりも最優先します。怪我をしない為にも、生産維持をする為にも、今一度
ここで、５Ｓの重要性を皆で一緒に見直し、自然に実行できるようにしましょう。

５Ｓとは

整理 整頓 清掃 清潔 躾
Seiri Seiton Seisou Seiketu Situke

５Ｓとは上記のローマ字の頭文字を合わせたものです。

整理 必要なものと不必要なものを分け、不要なものは処分する事。
短時間で一斉に行い、不要なものは思い切って処分し、処分の際は廃棄基準、
ルールを明確にする事。

整頓 いつも使う物が使いやすい状態になっている事。
使用の頻度に応じて置き場所を、作業性、安全性等を考慮した上できめる事。
また表示を徹底し、用語は簡潔、具体的にする。

清掃 汚れが無く、きれいにする事。
汚れが無くきれいであると、異常発見がすぐにできる。

清潔 きれいな状態を保つ事。
機械、工具類は油、ほこりがついていないようにし、自分の身だしなみも整え、
清潔感がある職場とするように心掛ける。

躾 上記の事柄が自然にできる様身についている事。
全員が、決め事、ルールを守る事が大事である。


